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１．計画の目的 

「内子町一般廃棄物処理基本計画（以下｢本計画｣という｡）」は、循環型社会の形成を目

指し、ごみ発生・排出削減や再資源化等を進めるための方策を示し、そのための住民、事業

者、行政の役割を明らかにするものである。 

内子町（以下「本町」という。）では、平成 25年３月に、ごみ処理の基本方針となる一

般廃棄物処理基本計画（以下「既定計画」という。）を策定し、平成 30年３月に改定して

いるが、既定計画の改定から５年が経過したことから、廃棄物を取り巻く地域の特性と一般

廃棄物処理の処理・処分の実態、今後の社会・経済情勢、地域の開発計画及び住民の要望等

を十分に検討し、中・長期的かつ総合的な観点から見直しを行った。 

見直しにあたっては、既定計画の検証を行いながら、ごみ処理の現状と周辺自治体の動向

を踏まえた処理計画を策定し、循環型社会形成及び脱炭素化社会形成の実現のための現実

的かつ具体的な施策を位置付けた。 

また、生活排水処理計画においては、処理主体である大洲・喜多衛生事務組合において策

定されている「生活排水処理基本計画」及び「内子町公共下水道事業計画」との整合を図っ

た。 

なお、本計画の策定にあたっては、「ごみ処理基本計画策定指針（平成 28年１月環境省）」

及び「生活排水処理基本計画策定指針（平成２年 10月厚生省）」を参考とした。 

 

２．計画の位置付け 

本計画は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（以下「廃棄物処理法」という。）第６条

第１項の規定により、市町村において策定が義務付けられている長期計画で、国の法律・計

画、県の計画及び本町の総合計画等と整合したものである。 

平成 25 年３月策定の既定計画は、目標年度を令和９年度とし、平成 25 年度から令和９

年度までの 15か年計画である。 

したがって、本計画のうち、ごみ処理基本計画については、既定計画の「改定版」として

位置付け、これまでの施策の進捗及び効果の検証を行いながら、新たに目標年度に向かって

の施策を計画するものとする。 

また、生活排水処理計画は、既定計画、大洲・喜多衛生事務組合策定の計画及び「内子町

公共下水道事業計画」の整合を図り、新たに推計した計画とする。 
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本計画の位置付けは、図１に示すとおりである。 

 

 

 

図１ 本計画の位置付け 

 

環境基本法

環境基本計画

循環型社会形成推進基本法

循環型社会形成推進基本計画

廃棄物処理法

基本方針

廃棄物処理施設整備計画

・えひめ環境基本計画

愛媛県環境基本条例

・えひめ循環型社会推進計画

愛媛県循環型社会推計計画

愛媛県分別収集促進計画

内子町の計画

内子町一般廃棄物処理基本計画

・内子町総合計画
・内子町環境基本計画

資源有効利用促進法

グリーン購入法

プラスチック資源循環法

・容器包装リサイクル法

・家電リサイクル法

・食品リサイクル法

・建設リサイクル法

・自動車リサイクル法

・国等が率先して再生品等の調達を推進

・プラスチックの“3R+Renewable”により、循環経済
（サーキュラーエコノミー）への移行を加速
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３．計画の期間 

本計画は、令和５年度を初年度とし、令和９年度を目標年度とする５か年計画とする。 

 

４．処理対象廃棄物 

本計画の対象廃棄物は、図２に示す一般廃棄物のうち、固形状のもの（以下「ごみ」とい

う。）及び液状のもの（以下「生活排水」という。）とする。なお、行政において処理・処

分が困難であるものは処理対象外とし、これらの扱いは表１に示すとおりとする。 

 

 

図２ 本計画の対象廃棄物 

 

表１ 本計画において対象外とするごみとその取り扱い 

区  分 取  扱 

Ｐ Ｃ Ｂ 使 用 部 品 本町では取り扱わない。製造メーカー等に引き渡すこととする。 

集 じ ん 灰 
本町では取り扱わない。専門業者に引き渡すこととする。 

(本町管内のごみを処理する過程で発生するものを除く) 

感 染 性 廃 棄 物 本町では取り扱わない。専門業者に引き渡すこととする。 

家電リサイクル法 

対 象 品 目 等 

買い替え時のブラウン管式テレビ・薄型テレビ(液晶テレビ･プラズマテレビ)、

洗濯機・衣類乾燥機、冷蔵庫・冷凍庫、エアコンの処分については、販売店で

の引き渡しとする。 

（薄型テレビ(液晶テレビ・プラズマテレビ)、衣類乾燥機は H21.4.1 施行） 

そ の 他 本 町 で 

指 定 す る 

処 理 困 難 物 

以下のごみは、本町では取り扱わない。販売店に引き取ってもらうか、専門の

処理業者へ処理を依頼することとする。 

・産業廃棄物、灯油・ガソリン・オイルなどの液体 

・農薬、ペンキ、劇薬毒物 

・タイヤ、バッテリー、バイク、ガスボンベ、未使用の消火器 

・ピアノ、金庫、コピー機、仏壇、店舗用冷凍ストッカー・ショーケース、業

務用冷凍冷蔵庫、業務用エアコン など 

 

廃棄物〔占有者が自ら利用し、又は他人に有償で売却することができないために不要になったもの〕
※放射性物質及びこれによって汚染された物を除く。

産業廃棄物（事業活動に伴い生じるごみのうち、法令で定める20品目のごみ）

一般廃棄物（産業廃棄物以外のごみ）

固形状のもの（ごみ）

液状のもの（生活排水）

一般ごみ（家庭系ごみ、事業系ごみ）
（災害ごみを含む）

本計画における対象廃棄物

生活雑排水（風呂や台所からの排水）

し尿（汲み取りし尿）及び浄化槽汚泥

本計画における対象廃棄物

特別管理一般廃棄物（本町のごみ処理過程で発生するものを除く）
（PCB使用部品、埋立基準を超える焼却灰及び汚泥、集じん灰、感染性廃棄物）
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１．自然環境 

 

（１）位置 

本町の位置は、図３に示すとおりである。 

本町は、愛媛県の中央部にあり、北部は伊予市と砥部町、西部は大洲市、南部は西予市、

東部は久万高原町に接している。 

本町は、平成 17年１月１日に旧内子町、旧五十崎町、旧小田町が合併し、町全体では、

東西 30.0km、南北 17.9kmの広がりをもち、面積 299.43km2となっている。 

 

 

図３ 本町の位置 
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（２）気候 

本町の気象状況は、表２及び図４に示すとおりである。 

本町周辺の気候は、年間を通じて温暖で、沿岸部の平均気温は 15.8.℃～17.1℃、山間

部は 15.7℃～16.5℃となっている。沿岸部の年間降水量は 1,050mm～1,600mm、山間部の

年間降水量は 1,500mm～2,050mmとなっている。 

 

表２ 本町の気象状況 

 
注１：値 ] 統計を行う対象資料が許容範囲を超えて欠けている場合。極値、合計、度数等の統計ではその値以上（以下）であることが確実で 

ある、といった性質を利用することができる。 

注２：値 ) 統計を行う対象資料が許容範囲で欠けているが、上位の統計を用いる際は一部の例外を除いて正常値（資料が欠けていない）と同 

等（準正常値）。必要な資料数は、要素または現象、総計方法により若干異なるが、全体数の 80％を基準とする。 

［出典］気象庁ホームページ 

 

 

［出典］気象庁ホームページ 

図４ 本町の平均降水量と平均気温（令和 3 年） 

平 均 最 高 最 低 総 量 日最大 最 高 最 低 日最大

15.7 36.5 -3.2 1798.5 179.5 35.2 -1.0 73.0

16.1 37.9 -7.3 1981.0 148.5 35.7 -4.2 140.0

16.5 37.0 -3.4 1521.5 106.0 33.8 -0.8 67.0

16.5 38.3 -1.8 2015.0 125.5 35.1 -0.7 149.5

16.5 36.1 -3.3 1753.0 122.0 17.1 ] 35.0 -1.5 ] 1367.5 ] 77.0 ]

1月 5.2 18.4 -3.3 71.0 16.0 14.3 -1.5 11.5

2月 7.5 22.1 -2.1 77.0 38.0 7.7 ] 17.2 ] -0.9 ] 12.0 ] 7.5 ]

3月 12.3 24.9 0.3 106.5 46.0 11.7 ) 20.6 ) 2.4 ) 50.5 ) 17.5 )

4月 14.8 28.8 3.0 133.5 44.5 24.0 5.2 36.0

5月 18.9 30.9 6.5 425.0 122.0 29.2 6.7 71.5

6月 23.3 34.1 14.3 133.5 32.0 27.4 15.3 41.0

7月 26.6 35.8 20.2 155.5 60.5 32.6 20.3 50.0

8月 26.8 36.1 21.9 348.5 75.0 35.0 21.0 77.0

9月 24.3 33.1 16.8 89.0 48.0 31.0 17.1 39.5

10月 18.9 32.4 5.7 46.5 22.0 26.9 8.6 12.0

11月 11.7 24.0 0.2 127.5 40.5 23.5 2.6 41.0

12月 7.4 18.5 -0.7 39.5 21.5 16.7 1.4 11.519.5
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２．社会環境 

 

（１）人口・世帯数 

本町の人口・世帯数の推移は表３及び図５に示すとおりである。 

人口・世帯数は、ともに緩やかな減少傾向となっている。 

１世帯当たりの人数については 2.35 人/世帯（平成 29 年度）から 2.22 人/世帯（令和

３年度）となっており、世帯の小規模化が進んでいる。 

 

 

 

表３ 人口・世帯数の状況 

 
資料：町資料 

 

 

 

 

資料：町資料 

図５ 人口・世帯数の推移 

 

H29 H30 R1 R2 R3

本町 人口 16,791 16,548 16,234 15,970 15,621
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（２）産業 

本町の産業大分類別就業者は、表４及び図６に示すとおりである。 

本町の産業構造と従業者数の割合は、サービス業が 33.9％と最も多く、次いで農業，卸

売・小売業・飲食店，製造業の順となっている。 

 

 

表４ 産業大分類別就業者数の内訳（令和 2 年度） 

 
資料：国勢調査 

 

 

 

資料：国勢調査 

図６ 産業大分類別就業者数の割合 
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（３）観光 

本町の観光客数は、図７に示すとおりである。 

主な観光施設の利用者数の推移をみると、令和２年度以降、新型コロナウイルス感染症

による外出自粛及び施設の休業等の影響により落ち込んだ。 

 

 

 

資料：観光客数とその消費額（愛媛県） 

図７ 主な観光施設の利用者数の推移 
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３．生活環境 

 

（１）上水道 

本町における水道の普及状況は表５に示すとおりである。 

本町の水道の普及率は 87.1％であり、愛媛県平均の 93.2％を下回っている。 

 

表５ 水道の普及状況（平成 30 年度末） 

項 目 行政区域内人口（人） 現在給水人口(人) 普及率 

本 町 16,550 14,415 87.1％ 

    

愛媛県 1,374,950 1,281,704 93.2％ 

資料：愛媛県「えひめの水道」 

 

 

（２）下水道 

本町における下水道の普及状況は表６と図８に示すとおりである。 

本町の下水道の普及率は 31.4％であり、愛媛県平均の 56.7％を下回っている。 

 

表６ 下水道の普及状況（令和 3 年度末） 

項 目 行政区域内人口（人） 供用開始区域内人口(人) 普及率 

本 町 15,621 4,903 31.4％ 

愛媛県 1,334,462 756,086 56.7％ 

 

 
図 8 県内市町の下水道処理人口普及率（令和 3 年度末） 

資料：愛媛県「えひめの下水道」 
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４．都市環境 

 

（１）交通体系 

本町の交通は、図９に示すとおりである。 

本町の陸上交通網は、道路交通網と鉄道交通網がある。代表的なものとして、南北に四

国縦貫自動車道（松山自動車道）と国道 56号、ＪＲ内子線が縦断している。 

 

 

 

図９ 交通の概要 

 

378

56

197

441
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ＪＲ内子線

凡

例

　　　　　　　　　　　　：国道

　　　　　　　　　　　　：高速道路

　　　　　　　　　　　　：鉄道
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（２）土地利用 

本町の地目別土地利用面積は表７に示すとおりである。 

本町の土地利用をみると、山林が 77.3％と最も多くを占めており、次いで畑が 8.0％、

となっている。 

 

表７ 地目別土地利用面積（令和 2 年） 
単位：km2 

項 目 田 畑 宅 地 池 沼 山 林 
牧 場 

原 野 
その他 

本 町 
8.11 

(2.7％) 

23.91 

(8.0％) 

4.05 

(1.4％) 

0.02 

(0.0％) 

231.51 

(77.3％) 

1.48 

(0.5％) 

30.35 

(10.1％) 

資料：愛媛県統計年鑑 

 

 

（３）住宅 

本町の住宅種類別世帯数は表８に示すとおりである。 

本町の住宅種類別世帯数は、８割以上が持ち家である。 

 

 

表８ 住宅種類別世帯数（令和 2 年） 

項 目 総数 持ち家 

公営・公

団・公社 

の借家 

民営の 

借家 
給与住宅※ 間借り 

住宅以外に 

住む一般世帯 

本 町 
6,237 

(100.0％) 

5,116 

(82.0％) 

243 

(3.9％) 

678 

(10.9％) 

63 

(1.0％) 

58 

(0.9％) 

79 

(1.3％) 

※「給与住宅」とは、社宅や官舎のことである。 

資料：国勢調査報告 
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５．内子町総合計画 

 

内子町総合計画では、「町並み、村並み、山並みが美しい、持続的に発展するまち」を

将来像とし、ごみ処理及び生活排水処理に関わる主要施策を設定している。 

 

 

 計画名称：第２期内子町総合計画 後期計画 

 策定年月：令和２年３月 

 計画期間：令和２年度～令和６年度 

 人口推計：10,800人（2045年） 

 ごみ処理に係る主要施策 

○ごみゼロへのチャレンジ 

 町民への啓発活動に取り組む 

 分別と再利用の仕組みを構築 

 従来の焼却処理だけでなくエネルギーとしての再利用を検討 

 誰もが分かりやすく取り組みやすい方法を検討 

○廃食油燃料（ＢＤＦ）利活用 

 ＢＤＦ（製造量） 36,000ℓ 

 ＢＤＦ（町内利用量） 36,000ℓ 

○”ゼロ・ウェイスト”チャレンジプラン 

 ５Ｒの推進 

 ゼロ・ウェイストを目指した啓発活動 

   [数値目標] 

・一人一日当たりのごみ排出量 644g/人・日 

・リサイクル率 20.8％ 

 ごみ出し支援の仕組みづくり 

 生活排水処理に係る主要施策 

○水洗化率の向上 

○合併処理浄化槽設の整備 

○内子町住環境整備促進補助事業 

   [数値目標] 

・下水道水洗化率 90％ 

・合併処理浄化槽単年度目標設置基数 50基、普及率 60％ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 第２部 ごみ処理基本計画  
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１．ごみ処理体系の概要 

 

（１）ごみの分別区分 

本町のごみの分別区分については図 10に示す。 

本町のごみの分別区分は、大きく燃えるごみ、燃えないごみ、資源ごみ、粗大ごみの４

つに分類され、さらに資源ごみについて、缶、びん、ペットボトル、白色トレイ、布・古

着、新聞紙、雑紙、段ボール、紙パック、生ごみ（一部地域のみ）に分類され、計 13 種

類の分別区分となっている。 
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図 10 ごみの分別区分 
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（２）ごみ処理の流れ 

本町のごみ処理の流れは、図 11に示すとおりである。 

燃えるごみは、収集及び直搬ごみともに内子町クリーンセンターにおいて全量を処理し

ている。 

燃えないごみは、不燃物処理施設に搬入し、可燃物、資源物、処理残渣に分け、可燃物

は焼却処理、資源物は他の資源ごみと一緒に業者引き取りによる資源化処理、処理残渣は

民間の最終処分場にて埋め立て処分している。 

資源ごみのうち、缶・ビン・ペットボトルは、リサイクルセンターに搬入後、それぞれ

選別破砕、圧縮梱包し、業者引き取りにより資源化処理されている。 

新聞、雑誌などの古紙類、布・古着は、リサイクルセンターに搬入後、業者引き取りに

より資源化処理されている。 

生ごみは、本町全域ではなく、内子地区の一部地域に限り収集を行っている。なお、収

集した生ごみは、民間の堆肥センターへ搬入し堆肥化されている。 
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図 11 ごみ処理の流れ 
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２．ごみ排出量の実績 

 

（１）ごみ排出量の推移 

本町のごみ排出量の実績は、表９及び図 12に示すとおりである。 

既定計画の平成 28 年度収集ごみ実績量は 4,504ｔであった。その後、ほぼ横ばい傾向

にあったが、令和２年度より減少傾向を示している。令和２年度は約 100ｔ減少し、4,411

ｔであったが、現在では微減している。 

令和３年度総排出量は 4,357ｔであった。排出形態別にみると、収集ごみ量が 3,426ｔ、

直搬ごみが 931ｔであり、収集ごみのうち、燃えるごみが 2,746ｔ、燃えないごみ 97ｔ、

資源ごみ 583ｔであった。 

 

 

 

表９ 本町におけるごみ排出量の実績 

 
注１）端数処理により合計が合わない場合がある。 

 ２）収集粗大ごみは台数で数量を整理しているため重量は不明。 

 

  

単位：ｔ
H29 H30 R1 R2 R3

ごみ排出量全体 4,476 4,493 4,548 4,411 4,357
収集ごみ 3,654 3,600 3,594 3,445 3,426

燃えるごみ 2,927 2,886 2,913 2,798 2,746
燃えないごみ 76 94 82 90 97
資源ごみ 651 621 599 557 583

ビン 100 102 92 88 89
缶 26 26 25 28 26

23 24 25 23 23
古紙 267 255 232 218 243

段ボール 66 71 65 65 67
紙類 200 183 166 153 176
紙パック 1 1 1 0 0

可燃物 2 3 3 1 3
生ごみ 231 209 219 196 195
金属類
布古着 2.11 2.17 2.47 3.11 3.91
蛍光管
乾電池
廃食用油 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

粗大ごみ 0 0 0 0 0
直接搬入ごみ 822 893 954 966 931

燃えるごみ 684 751 793 775 749
燃えないごみ 115 119 141 167 164
資源ごみ 23 23 20 23 18
粗大ごみ 0 0 0 0 0

ペットボトル・トレイ
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図 12 ごみ排出量の推移 
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（２）一人一日平均排出量の推移 

本町の一人一日平均排出量は、表 10及び図 13に示すとおりである。 

ごみ一人一日平均排出量の推移をみると、収集燃えるごみは増加傾向だったが、令和２

年度以降微減傾向であった。直搬燃えるごみは令和元年度まで増加傾向であったが、令和

２年度以降微減傾向である。収集燃えないごみは増加・減少を繰り返し、直搬燃えないご

みは増加傾向である。収集資源ごみは令和２年度まで微減傾向であったが、令和３年度に

は増加に転じている。直搬資源ごみはほぼ横ばいである。 

 

表 10 本町における人口、年間排出量及び一人一日平均排出量実績

 

 

 

 

図 13 一人一日平均排出量の推移 

H29 H30 R1 R2 R3
行政区域内人口 （人） 16,791 16,548 16,234 15,970 15,621

ごみ排出量合計 （ｔ/年） 4,476 4,493 4,548 4,411 4,357

収集ごみ （ｔ/年） 3,654 3,601 3,594 3,445 3,426

燃えるごみ （ｔ/年） 2,927 2,886 2,913 2,798 2,746

燃えないごみ （ｔ/年） 76 94 82 90 97

資源ごみ （ｔ/年） 651 621 599 557 583

直接搬入ごみ （ｔ/年） 822 893 954 966 931

燃えるごみ （ｔ/年） 684 751 793 775 749

燃えないごみ （ｔ/年） 115 119 141 168 164

資源ごみ （ｔ/年） 23 23 20 23 18

粗大ごみ （ｔ/年） 0 0 0 0 0

一人一日平均排出量（排出原単位）
H29 H30 R1 R2 R3

ごみ合計 （g/人・日） 730.3 743.9 765.4 756.7 764.2

収集ごみ 燃えるごみ （g/人・日） 477.6 477.8 490.3 480.0 481.6

燃えないごみ （g/人・日） 12.4 15.6 13.8 15.4 17.0

資源ごみ （g/人・日） 106.2 102.8 100.8 95.6 102.3

直搬ごみ 燃えるごみ （ｔ/日） 1.87 2.06 2.17 2.12 2.05

燃えないごみ （ｔ/日） 0.32 0.33 0.39 0.46 0.45

資源ごみ （ｔ/日） 0.06 0.06 0.05 0.06 0.05

粗大ごみ （ｔ/日） 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

※R1年度はうるう年であるため、366日で除した。
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愛媛県内のごみ総排出量の一人一日平均排出量（令和２年度）は図 14 に示すとおりで

ある。 

本町の一人一日平均排出量は令和２年度で 750g/人･日であり、全国平均（901g/人･日：

令和２年度）、愛媛県平均（886g/人･日：令和２年度）と比べると大きく下回っており、

県内で４番目に少ない状況にある。 

 

 

 

資料：一般廃棄物処理事業実態調査（環境省） 

図 14 愛媛県内のごみ総排出量の一人一日平均排出量（令和 2 年度） 

 
※ 図 14 と表 10（p19）の一人一日平均排出量が異なるのは、対象となる行政区域内人口が異なるためであ

る。（図 13 は 10 月 1 日現在、表 10 は 3 月３１日現在である。） 
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３．ごみの処理処分・リサイクルの実績 

 

（１）ごみ処理処分量の推移 

本町のごみ処理処分量の推移は、表 11及び図 15に示すとおりである。 

その推移をみると、焼却量は令和元年度まで微増傾向であったが、令和２年度以降は概

ね横ばい推移である。資源化量及び最終処分量は概ね横ばい推移である。 

 

表 11 ごみ処理処分量の実績 

 

 

 

図 15 ごみ処理処分量の推移 

単位：ｔ
H29 H30 R1 R2 R3

焼却 （ｔ/年） 3,643 3,669 3,742 3,605 3,550
直接焼却 （ｔ/年） 3,611 3,637 3,706 3,572 3,495
残渣焼却 （ｔ/年） 32 32 36 33 55

不燃ごみ処理残渣 （ｔ/年） 30 29 33 31 52
資源ごみ処理残渣 （ｔ/年） 1 2 2 1 2
生ごみ処理残渣 （ｔ/年） 1 1 1 1 1

資源化 （ｔ/年） 784 771 747 752 744
直接資源化 （ｔ/年） 270 257 235 228 247

古紙類 （ｔ/年） 268 255 232 218 243
その他 （ｔ/年） 2 2 3 3 4

処理による資源化 （ｔ/年） 514 514 512 524 497
金属類 （ｔ/年） 76 86 91 113 102
小型家電 （ｔ/年） 35 40 40 49 42
缶 （ｔ/年） 30 31 29 29 29
びん （ｔ/年） 117 121 107 106 103
ペットボトル （ｔ/年） 24 26 25 29 25
トレイ （ｔ/年） 1 1 1 1 1
生ごみ堆肥 （ｔ/年） 231 209 219 197 195

最終処分 （ｔ/年） 432 435 452 460 466
直接埋立 （ｔ/年） 0 0 0 0 0
焼却処理残渣 （ｔ/年） 383 382 393 393 403
不燃ごみ処理残渣 （ｔ/年） 49 53 59 67 63

3,643 3,669 3,742
3,605 3,550

784 771 747 752 744
432 435 452 460 466
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（２）燃えるごみの性状 

令和３年度に実施したごみ質分析の結果は、図 16に示すとおりである。 

燃えるごみの組成割合の大半は、紙・布類、生ごみ、プラスチック類が占めている。ま

た、燃えるごみの成分は、水分と可燃分が同じ割合となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※湿ベースは、水分を含んだ状態の燃えるごみを種類別に重量測定した結果を示している。 

図 16 燃えるごみの性状 

 

  

組成割合（湿ベース） 三成分 
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（３）食品ロス発生量 

令和３年度に実施した食品ロス実態調査の結果は、図 17 及び図 18 に示すとおりであ

る。 

燃えるごみ及び生ごみ収集で出されたごみ約 1,800kgから、約 500㎏の生ごみを回収し

調査した結果、生ごみの 78％が食品ロスであった。食品ロスのうち、食べ残しが約半分を

占めていた。 

本町の一人一日当たりの食品ロス発生量（117.1g/人･日）は、全国平均（113 g/人･日：

令和２年度）、愛媛県平均（103 g/人･日：令和２年度）より多い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 17 食品ロスの割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 18 一人一日当たりの食品ロス発生量 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

食品ロスの割合 

78％（約 390kg） 
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（４）リサイクル率の状況 

令和２年度の愛媛県内のリサイクル率は、図 19に示すとおりである。 

本町の現状を全国平均・愛媛県平均と比較すると、リサイクル率は全国平均を下回って

いるが、愛媛県とほぼ同じであり、県内では 20自治体のうち、11番目の位置付けとなっ

ている。 

 

 

※砥部町では可燃ごみを RDF(ごみ固形燃料)化しているため高いリサイクル率となっている。 

資料：一般廃棄物処理事業実態調査（環境省） 

図 19 愛媛県内のリサイクル率（令和 2 年度） 
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４．ごみの減量・資源化の実績 

 

（１）ごみの発生抑制やリサイクルの施策 

 

①生ごみ処理容器等購入補助制度 

本町では、生ごみの減量化及び資源化を図るとともに、ごみの減量化意識を高めるこ

とを目的として、生ごみ処理容器設置費補助制度を導入し、各家庭及び事業所における

生ごみ処理容器等の購入を支援している。 

補助の対象となる生ごみ処理容器等は、水切り容器、コンポスト及び電気式生ごみ処

理器の３種類である。 

 

 

②マイバック運動や店頭回収の利用の啓発 

ごみの排出抑制を目的として、マイバック（買い物袋）の持参を呼びかけている。ま

た、スーパー等で実施されている色付き食品トレイ等の店頭回収の利用を啓発している。 

 

 

③各種イベントにおける啓発 

本町内で行わる各種イベントにて、ごみの減量や分別に関するクイズ等を行い、楽し

みながら学習していく活動を実施している。 

 

 

④生ごみの分別収集 

生ごみは、一部地域にて平成 15年度から分別収集を行い、堆肥製造事業者と協同で、

資源化を図っている。 
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（２）ごみ処理手数料 

 

①指定ごみ袋 

本町の指定ごみ袋は、表 12に示すとおりである。 

指定ごみ袋は、燃えるごみ、燃えないごみ、缶、びん、ペットボトル及び白色トレイ、

布・古着が対象となっている。 

 

表 12 指定ごみ袋の概要 

区 分 手数料 備 考 

燃えるごみ 

20 枚入 800 円

（大） 

20 枚入 600 円

（中） 

20 枚入 400 円

（小） 

「燃やせるごみ袋」（乳白色：茶色の文字） 

・長方形タイプ 

・マチ付きレジ袋タイプ（大・中のみ） 

燃えないごみ、缶、

びん 

10 枚入 400 円

（大） 

10 枚入 300 円

（中） 

10 枚入 200 円

（小） 

「缶・びん・燃えないごみ専用袋」（透明：赤

色の文字） 

ペットボトル及び

白色トレイ、布・

古着 

10 枚入 400 円

（大） 

10 枚入 300 円

（中） 

10 枚入 200 円

（小） 

「ペットボトル・白色トレイ・布古着ごみ専用

袋」（透明：黒色の文字） 

 

 

②直接搬入ごみ 

直接搬入ごみの処理手数料は、搬入時に徴収している。 

手数料は、指定ごみ袋に入っていない燃えるごみや燃えないごみは、100kgまでが 300

円、100kg 以上は 100kg 増す毎に 300 円を加算する。ただし、500kg 以上は 100kg 増す

毎に 400円を加算する。なお、指定ごみ袋に入っている場合は、無料である。 
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５．ごみ処理システム 

 

（１）収集・運搬の現況 

 

①収集区域 

ごみ収集区域は、本町の行政区域全域である。 

 

②収集・運搬体制 

本町の収集・運搬体制は、表 13に示すとおりである。 

燃えるごみ、生ごみが週に１～２回※１、粗大ごみが年に４回で、その他のごみは月に

１回となっている。 

 

表 13 収集・運搬体制（令和４年度） 

分別区分 排出方法 収集頻度 
収集・運搬 

主体 

燃えるごみ 専用指定袋 週に１～２回※１ 委託業者 

燃えないごみ 専用指定袋 月に１回 委託業者 

缶（カン） 専用指定袋 月に１回 委託業者 

びん 専用指定袋 月に１回 委託業者 

ペットボトル 専用指定袋 月に１回 委託業者 

白トレイ 専用指定袋 月に１回 委託業者 

布・古着 専用指定袋 月に１回 委託業者 

古紙 

新聞紙、雑誌、段ボール、

紙パックごとにひもでし

ばる。 

月に１回 委託業者 

生ごみ※２ ステーションにある大き

なバケツに移す 
週に２回 委託業者 

粗大ごみ そのまま 年に４回 委託業者・本町 

※１ 生ごみ収集地域と山間地域は週１回、その他の地域は週２回 

※２ 生ごみ収集地域のみ 
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（２）中間処理・最終処分の現況 

本町の施設は、表 14に示すとおりである。 

ごみ処理は、平成 19 年度までは内山クリーンセンター（焼却施設）と不燃物処理施設

で行っていた。平成 20年度からは、資源化施設として内山リサイクルセンターが稼働し、

資源化を推進している。平成 26年４月からは、これら３つの一般廃棄物処理施設の管理・

運営は、内山衛生事務組合から本町に移管されている。 

なお、本町には最終処分を行う施設はなく、最終処分は委託している。 

 

 

表 14 本町の施設概要 

 

 

 

名 称 内子町クリーンセンター 内子町リサイクルセンター 不燃物処理施設

所 在 地

処 理 施 設 焼却施設 資源化貯留施設 不燃物処理施設

処 理 能 力 ２１t/日 １．７t/日 ５t/日

処 理 方 式 准連続運転 選別・破砕・圧縮

竣 工 年 平成11年 平成20年 昭和50年

選別・圧縮梱包・減溶・貯留

内子町五百木２９７番地 内子町五百木２６９番地 内子町五百木２６９番地
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６．既存計画の評価 

既定計画における施策の実績と評価を、表 15に整理した。 

 

 

表 15 施策の実績と評価 

項 目 施 策 実績・評価 

数値目標 ごみ排出量（収集・直接搬入ご

み）の排出原単位を、令和 9 年

度において 600g/人・日以下

とする。 

令和 3 年度において 764g/人・日で

あるため、目標達成するためには更な

る減量が必要である。 

重点施策 クリーンセンター（焼却施設）

の延命化 

広域処理の検討及び財政的な問題か

ら、現状のままとなっている。 

住民との意見交換会の開催 
内子町５R 推進委員会を設置し、施策

の見直し、充実を図っている。 

ごみを排出抑制す

るために 

住民の役割（ごみの分別、生ご

みの削減など） 

既定計画どおりに進めている。 

 事業者の役割（簡易包装の促

進など） 

既定計画どおりに進めている。 

 行政の役割（教育、啓発活動の

充実など） 

既定計画どおりに進めている。 

収集・運搬計画 今後の収集・運搬計画 既定計画どおりに進めている。 

中間処理計画 中間処理方法 既定計画どおりに進めている。 

 
今後の中間処理計画 

現状のままであるため、再検討が必要

である。 

最終処分計画 最終処分方法 既定計画どおりに進めている。 

 今後の最終処分計画 既定計画どおりに進めている。 

その他関連計画 （その他） 既定計画どおりに進めている。 
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７．関係計画等の状況 

 

（１）国の動向 

国では時代によって変化してきた廃棄物に関する課題に対して、法の制定・改正等を行

い、地方自治体、民間事業者、住民等と協力して適正な廃棄物処理と資源の有効活用を推

進し、循環型社会の構築を進めている。 

国におけるごみの減量化・資源化目標は、「廃棄物の減量その他その適正な処理に関す

る施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な方針（以下「廃棄物処理基本方針」

という。）」と「循環型社会形成推進基本計画」に示されている。 

廃棄物処理基本方針は、わが国の廃棄物処理における基本的な方針を定めたもので、平

成 13 年５月に策定された。その後、平成 22 年 12 月及び平成 28 年１月に改正されたが、

目標年度を過ぎ第４次循環型社会形成推進計画等の目標を参考に施策を進めている。 

また、循環型社会形成推進基本計画は、循環型社会形成推進基本法に基づき、循環型社

会の形成に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、平成 15 年３月に策定され

た。循環型社会形成推進基本法の中で、循環型社会形成推進基本計画は、概ね５年ごとに

見直しを行うものとされていることから、平成 20 年３月には「第二次循環型社会形成推

進基本計画」が、平成 25年５月には「第三次循環型社会形成推進基本計画」が策定され、

現在は平成 30年６月に「第四次循環型社会形成推進計画」が策定されている。 

 

（２）愛媛県の動向 

愛媛県では、廃棄物の減量化とリサイクルや適正処理の推進を目的とする「えひめ循環

型社会推進計画」、廃棄物処理問題に適切に対応するための「愛媛県廃棄物処理計画」を

策定し、それぞれの計画に基づき循環型社会の構築に向けた各種の取り組みを実施してき

た。その後、平成 23 年度に「えひめ循環型社会推進計画」と「愛媛県廃棄物処理計画」

を統合し、「第三次えひめ循環型社会推進計画」を策定。第三次計画の計画期間が終了す

るに当たり、各主体の取り組みを検証し、これまでの取り組みをさらに進めるとともに、

新たな課題に対応した取り組みを推進するため、平成 29 年３月に「第四次えひめ循環型

社会推進計画」を策定した。 

第四次計画においては、４つの基本方針（①３Ｒの推進、②廃棄物の適正処理の推進、

③循環型社会ビジネスの振興、④災害廃棄物処理体制の構築）を定め、県民、事業者、行

政等、様々な主体が一体となって、地域特性や循環資源の性質に応じた最適な規模の地域

循環圏の形成に取り組むことで、天然資源の消費を抑制し、環境への負荷ができる限り低

減される循環型社会の構築を目指している。 
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（３）ＳＤＧｓの取り組み 

世界では平成 27年９月に国連総会で採択された「持続可能な開発のための 2030アジェ

ンダ」において、「持続可能な開発目標」（Sustainable Development Goals、略称:ＳＤ

Ｇｓ（エスディージーズ））が令和 12年までの具体的な指針として掲げられた。 

我が国では、平成 28年 12月に「ＳＤＧｓ実施指針」を策定し、令和元年に同方針が改

定され、「ＳＤＧｓアクションプラン」を毎年策定し、国内における実施と国際協力の両

面でＳＤＧｓを推進している。 

ごみに関係するＳＤＧｓの取り組みを推進していく上では、プラスチックごみや食品ロ

スの削減に向けた取り組みが一層重要と考えられている。 

 

SDGs 
「持続可能な開発目標」。2015（平

成 27）年 9月に国連総会で採択された

「持続可能な開発のための2030アジェ

ンダ」において、掲げられた 2030（令

和 12）年までの具体的な指針のことで

す。 

ＳＤＧｓは 17のゴール、169のター

ゲットから構成され、地球上の「誰一人

取り残さない」ことを誓っています。 

 

ゴール 11「住み続けられ

るまちづくりを」は「包摂

的で安全かつ強靱(レジリエント)で持続可能な都市及び人間居住を実現する」

のテーマのもと、ごみに関連する以下のターゲットが定められています。 

 2030(令和 12)年までに、大気の質及び一般並びにその他の廃棄物の管理に特別な注意を

払うことによるものを含め、都市の一人当たりの環境上の悪影響を軽減します。 

 

ゴール 12「つくる責任 つかう責任」は「持続可能な生産消費形態を確保する」

のテーマのもと、食品ロスや廃棄物の削減に関して以下のターゲットが定めら

れています。 

 2030(令和 12)年までに小売・消費レベルにおける世界全体の一人当たりの食料の廃棄を

半減させ、収穫後損失などの生産・サプライチェーンにおける食品ロスを減少させます。 

 2020（令和 2）年までに、合意された国際的な枠組みに従い、製品ライフサイクルを通

じ、環境上適正な化学物質や全ての廃棄物の管理を実現し、人の健康や環境への悪影響

を最小化するため、化学物質や廃棄物の大気、水、土壌への放出を大幅に削減します。 

 2030（令和 12）年までに、廃棄物の発生防止、削減、再生利用及び再利用により、廃棄

物の発生を大幅に削減します。 

 

ゴール 14「海の豊かさを守ろう」は「海洋と海洋資源を持続可能な開発に向け

て保全し、持続可能な形で利用する」のテーマのもと、海洋プラスチックごみ

問題への対応に関する以下のターゲットが定められています。 

 2025（令和 7）年までに、海洋ごみや富栄養化を含む、特に陸上活動による汚染など、あ

らゆる種類の海洋汚染を防止し、大幅に削減します。 
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８．ごみ処理の課題 

 

 

（１）排出・リサイクル 

排出量については、令和元年度に増加したが、近年の人口減少に伴い減少傾向で推移し

ている。一方、住民一人当たりの一日平均排出量は、愛媛県内では比較的低い水準にある

ものの徐々に増加している。その要因として、人口減少にあわせて収集ごみが減少してい

るのに対し、空き屋となった家屋の片付けで出たごみなどの直接持ち込みごみが増加して

いることが挙げられる。今後、直接持ち込みごみの排出抑制に向けての対策が必要である。 

リサイクルについては、リサイクル率が減少傾向となっており、国や愛媛県の数値目標

に達していないため、今後は更なる資源化を進める必要がある。 

また、「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」が令和４年４月から施行

され、市区町村はその区域内におけるプラスチック使用製品廃棄物の分別収集及び分別

収集物の再商品化に必要な措置を講ずるよう努めなければならないとなっている。 

なお、プラスチックの分別収集を実施するに当たっては、燃えるごみ中の生ごみの割合

が増えることが想定されることから、併せて生ごみの資源化についても検討が必要であ

る。 

 

（２）収集・運搬 

本町の収集・運搬については、現行の体制を継続していくものとする。しかし、今後、

高齢化が進行することにより、ごみ収集場所へのごみ出しが困難な世帯の増加が予測され

ることから、高齢世帯等への戸別収集について検討する必要がある。 

 

 

（３）中間処理・最終処分 

中間処理については、リサイクルセンターが平成 20 年度から稼働し、適正に資源化が

行われており、今後も処理が円滑に行えるようにしていくものとする。 

クリーンセンターは稼働開始から 24年以上経過しており、設備の老朽化が進んでいる。

設備は適宜修繕・補修しているが、今後、故障する頻度が増加する恐れがあるため、老朽

化の状況を勘案しつつ、広域処理を検討する必要がある。 

最終処分については、民間業者への委託処分としており、今後も安定的な処分ができる

よう、最終処分量を削減する必要がある。 
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１．ごみ処理の基本方針 

 

 

 

 基 本 方 針   「ごみゼロのまち」づくり ～５つのＲの実施～ 

 

 

 

国においては、循環型社会形成推進基本法の制定により従来の処理・処分を中心としたシ

ステムから一歩踏み出し、ごみを減量し有効利用を図っていくシステムである「循環型社

会」の形成を目標としている。 

 

これを踏まえ、本町においても、ごみの減量や資源化に取り組んでいるところである。循

環型社会を形成するためには、住民・事業者・行政が協働して、国が推進している３Ｒ（リ

デュース・リユース・リサイクル）に取り組むことが必要である。 

さらに、ごみとして出されたものについては、適正処理をすることで有効利用を進め、埋

立物を最小化し、地域の環境保全に寄与することができる。 

 

本町では「５つのＲ（※）」活動に取り組むことで、無駄や浪費を削除して、エコロジー

タウンにふさわしい「ごみゼロのまち」を目指すものとし、本町の基本方針を『「ごみゼロ

のまち」づくり ～５つのＲの実施～』とする。 

この基本方針に沿って、住民並びに事業者の意識を高めることで、資源を大切に使い、さ

らにリサイクルを促進していくことにより、ごみゼロを目指していくものとする。 

 

 

 

 

※５つのＲ 

①ごみになるものを断る（Refuse）、②ごみを減らす（Reduce）、③再利用する（Reuse）、 

④リサイクルする（Recycle）、⑤修理して長く使う（Repair） 



34 

２．計画目標年度の設定 

 

本計画の計画目標年度は、第１章３に示すとおり「令和９年度」とする。 

 

 

３．人口及びごみ排出量の予測 

 

（１）人口及びごみ排出量の予測方法 

人口及びごみ排出量の将来推計は、図 20に示す方法で算出した。 

 

 

 

図 20 人口及びごみ排出量の推計方法 

人口の推計〔Ａ〕(人) ・・・・・・・
「第２期内子町総合計画後期計画内子町まち・ひ
と・しごと創生総合戦略人口ビジョン」による

収集ごみの一人一日平均排出量の推計
〔B〕(g/人･日)

原則的に過去の実績に
基づくトレンド法

・・・・・・・収集ごみ量の推計〔C〕(t/年) 種類別ごみ [A×B×365(日)×10-6] の合計

原則的に過去の実績に
基づくトレンド法

直接搬入ごみの一日平均排出量の推計
〔D〕(t/日)

種類別ごみ [D×365(日)] の合計・・・・・・・直接搬入ごみ量の推計〔E〕(t/年)

収集ごみ量＋直接搬入ごみ量

C＋E・・・・・・・
本町の
ごみ排出量の推計〔F〕(t/年)

単純推計

目標推計

F－G・・・・・・・
目標値が達成された場合の
ごみ排出量の推計〔H〕(t/年)

排出抑制による数値目標値の設定

〔G〕
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（２）人口の見込み 

本町における人口の見込みは、「第２期内子町総合計画後期計画（内子町まち・ひと・

しごと創生総合戦略）」人口ビジョンにおいて、2045（令和 27）年に約 10,800人となる

ことが推計されている。 

本計画においてはこの推計を採用する。なお、推計人口の記載がない年度は数値を補完

した。 

推計結果は、図 21に示すとおりである。 

 

 

 

図 21 行政区域内人口の見込み 

 

 

 

◆「第 2 期内子町総合計画後期計画（内子町まち・ひと・しごと創生総合戦略）」人口ビジョン 

本町において様々な要因を加味し推計した結果、2045（令和 27）年の人口は約 10,800 人となる。 
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14,415
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36 

（３）ごみ排出量及び処理量の見込み（単純推計） 

単純推計でのごみ排出量及び処理量は、表 16に示すとおりである。 

令和９年度におけるごみ排出量は約 4,100ｔと予測され、減少する見込みである。 

また、リサイクル量、最終処分量ともに減少する見込みである。 

 

 

表 16 ごみ排出量及び処理量の見込み 

 

 

実績

Ｒ3 Ｒ6 Ｒ9

行政区域内人口 (人) 15,621 15,018 14,415

燃えるごみ (t/年) 2,746 2,534 2,534

(g/人･日) 481.6 462.3 481.6

燃えないごみ (t/年) 97 99 99

(g/人･日) 17.0 18.1 18.8

資源ごみ (t/年) 583 560 538

(g/人･日) 102.3 102.2 102.2

計 (t/年) 3,426 3,299 3,171

(g/人･日) 600.9 601.9 602.6

燃えるごみ (t/年) 749 723 708

(t/日) 2.05 1.98 1.94

燃えないごみ (t/年) 164 164 164

(t/日) 0.45 0.45 0.45

資源ごみ (t/年) 18 18 18

(t/日) 0.05 0.05 0.05

粗大ごみ (t/年) 0 0 0

(t/日) 0.00 0.00 0.00

計 (t/年) 931 905 891

(t/日) 2.55 2.48 2.44

排出量　計 (t/年) 4,357 4,205 4,061

(g/人･日) 764.2 767.0 771.9

［対R3排出原単位比］ (％) 100.0% 100.4% 101.0%

リサイクル量 (t/年) 744 726 706

リサイクル率 (％) 17.1% 17.3% 17.4%

最終処分量 (t/年) 466 437 422

［対排出量］ (％) 10.7% 10.4% 10.4%

直
接
搬
入
ご
み

単位
予測（単純推計）

収
集
ご
み
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４．計画の目標 

 

（１）目標値の設定 

本町の目標値は、国や愛媛県の基本目標等を踏まえた上で設定する必要がある。国や愛

媛県の目標値は、表 17に示すとおりである。 

 

 

 

表 17 国や愛媛県の目標値 

  
国  ：「第四次循環型社会形成推進基本計画」（H30、環境省） 

愛媛県：「第五次えひめ循環型社会形成推進計画」（R4、愛媛県） 

 

 

本町においては、これまで様々な施策を実施しており、愛媛県下の各市町と比較してご

みの排出量が少ないが、基本方針に掲げる「ごみゼロのまち」づくりを目指すためには、

更なる減量及び資源化を実施する必要がある。 

以上から、本町の目標値は以下のとおり設定する。 

 

 

○ 一人一日当たりのごみ排出量（収集・直接搬入ごみ）を、令和９年度に

おいて６００g/人・日以下 とする。 

 

目標の達成に向けた具体的な施策を表 18に示す。 

 

  

（基準年度） 目標値

（H27年度） R7年度

939 g/人日 850 g/人日

（100%） （90.5%）

516 g/人日 440 g/人日

（100%） （85.3%）

1,305 万t/年 1,100 万t/年

（100%） （84.3%）

国

1人1日当たりの
ごみ排出量

1人1日当たりの
家庭系ごみ排出量
（資源ごみを除く）

事業系ごみ排出量

基準年度 予測値 目標値

R2年度 R7年度 R7年度

438 千t/年 415 千t/年 402 千t/年

（100%） （94.7%） （91.8%）

882 g/人日 893 g/人日 865 g/人日

（100%） （101.2%） （98.1%）

再生利用量 16.7% 16.2% 28.0%

最終処分量 40 千t/年 37 千t/年 35 千t/年

（100%） （92.5%） （87.5%）

愛媛県

ごみ総排出量
（集団回収含む）

1人1日当たりの
排出量
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①紙・布類のリサイクル及び削減【Ｒ３排出量 202.3ｇ/人・日、削減目標 20.2ｇ/人・日】 

 ・事業所から出る紙ごみは、できるだけ裏面利用した上でリサイクルする。また、書類や

帳票などの紙媒体を電子化し、データとして管理する、ペーパーレス化を進める。 

 

 ・環境省の調査によると、一人当たり、年間平均で、約 18枚の衣類を購入し、手放す服

が約 12枚、１回も着用しない服が約 25枚あると試算されている（※）。必要な服だけ

を購入し、着用しない服やまだ着られる服を手放す場合は、フリーマーケットへ出品し

たり知人に譲ったりして有効利用する。 

（※ 出典：環境省 サスティナブルファッションＨＰ） 

 

 

②手付かず食品の削減      【Ｒ３排出量 36.7ｇ/人・日、削減目標 23.1ｇ/人・日】 

 ・買い物の際は、必要な食材だけを買うように心がける。すぐに消費する食材は、期限の

近い物から買う。 

 

・食材を保管する際は、早く使う食材や古い食材を手前に置く。 

 

・「賞味期限」と「消費期限」の違いを意識して、食材を使い切る。 

 

 

③食べ残しの削減        【Ｒ３排出量 80.4ｇ/人・日、削減目標 28.9ｇ/人・日】 

 ・料理を作りすぎないように注意する。残った料理は、他の料理にリメイクするなど工夫

して消費する。 

 

 ・捨てる場合は、生ごみ処理機などを活用して堆肥化するなど、有効活用する。 

 

 ・外食時は、食べきれる分だけ注文する。食べきれなかったときは、持ち帰りができない

か店舗に相談する。 

 

 

⑤繰り返し使用可能な商品や詰替え商品購入の推進（主にプラスチック類） 

【Ｒ３排出量 106.0ｇ/人・日、削減目標 28.9ｇ/人・日】 

・詰め替えできる物は、詰め替え商品を購入する。 

 

・マイボトルを持ち歩き、ペットボトルなどのプラスチックごみを減らす。ペットボトル

を捨てるときは、資源ごみとして出す。 

 

・買い物の際は、マイバックを持参し、不要なレジ袋を断る。不要なナイロン袋（小袋）

は取らない。 

 

・色付きトレイは、店頭回収などを利用して資源化に努める。 

 

 

⑥、⑦直接搬入ごみの削減        【Ｒ３排出量 2.50ｔ/日、削減目標 1.12ｔ/日】 

・まだ使える物は、フリーマーケットへ出品したり知人に譲ったりして、有効利用する。 
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（２）ごみ排出量の見込み（目標値） 

目標値を達成した場合の町全体のごみ排出量及び処理量の見込みを表 19及び図 22に

示す。 

令和９年度におけるごみ排出量は 3,163ｔ、リサイクル率は約 21％と見込まれる。 

 

表 19 ごみ排出量及び処理量の見込み 

 

 

  

実績

Ｒ3 Ｒ6 Ｒ9

行政区域内人口 (人) 15,621 15,018 14,415

燃えるごみ (t/年) 2,746 2,422 2,012

(g/人･日) 481.6 441.9 382.4

燃えないごみ (t/年) 97 93 89

(g/人･日) 17.0 17.0 17.0

資源ごみ (t/年) 583 560 538

(g/人･日) 102.3 102.2 102.2

計 (t/年) 3,426 3,076 2,639

(g/人･日) 600.9 561.1 501.6

燃えるごみ (t/年) 749 584 372

(t/日) 2.05 1.60 1.02

燃えないごみ (t/年) 164 150 131

(t/日) 0.45 0.41 0.36

資源ごみ (t/年) 18 18 18

(t/日) 0.05 0.05 0.05

粗大ごみ (t/年) 0 0 0

(t/日) 0.00 0.00 0.00

計 (t/年) 931 752 522

(t/日) 2.55 2.06 1.43

排出量　計 (t/年) 4,357 3,828 3,160

(g/人･日) 764.2 698.3 599.0

［対R3排出原単位比］ (％) 100.0% 91.4% 78.4%

リサイクル量 (t/年) 744 710 672

リサイクル率 (％) 17.1% 18.5% 21.3%

最終処分量 (t/年) 466 395 323

［対排出量］ (％) 10.7% 10.3% 10.2%

単位
予測（目標推計）

収
集
ご
み

直
接
搬
入
ご
み
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図 22 ごみ排出量（見込み）の推移 
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５．施策の体系 

基本方針に掲げる「ごみゼロのまち」づくりを実現するために、住民・事業者・行政が協

働し、図 23に示す施策を展開していくものとする。 

 

 

 

図 23 施策の体系 

 

「ごみゼロのまち」づくり

～5つのＲの実施～

基
本
方
針

重
点
課
題

一人一日当たりのごみ排出量（収集・直接搬入ごみ）を、令和９年度に

おいて600g/人・日以下とする。

数
値
目
標

主
要
施
策

(１) 将来的なごみ処理のあり方の検討

(２) 食品ロスの削減

(３) 住民及び事業者との意見交換会の開催

(４) プラスチックごみ等の分別収集の検討

(１) ごみを排出抑制するために

(２) ごみ処理計画（ごみの適正処理のために）

Ⅰ 収集運搬計画

Ⅱ 中間処理計画

Ⅲ 埋立処分計画

(３) その他の計画
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６．重点課題 

 

現状の重点課題として以下の３つを位置付け、対策を進める。 

具体的には、クリーンセンターの老朽化に伴う将来的なごみ処理のあり方の検討、食品ロ

ス対策、プラスチックごみ等の分別収集の検討である。 

 

（１）将来的なごみ処理のあり方の検討 

 

①課題 

クリーンセンターの老朽化を踏まえ、将来的なごみ処理のあり方を検討する必要があ

る。 

 

②対策 

本町における将来的なごみ処理については、クリーンセンターの延命化だけではなく、

近隣市町との広域処理を含めて検討する。なお、検討にあたっては、愛媛県が定める「愛

媛県ごみ処理広域化・集約化計画」を考慮する。 

 

③実施スケジュール 

取り組みの実施スケジュールは、表 20に示すとおりとする。 

 

表 20 実施スケジュール 

 

 

  

重点施策 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度

１．将来的なごみ処理のあり方の

　検討

調査・研究・協議
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（２）食品ロスの削減 

国では令和元年５月に「食品ロスの削減の推進に関する法律（以下「食品ロス削減推進

法」という。）」（令和元年法律第 19号）が成立し、令和元年 10月に施行された。また、

令和２年３月には同法第 11 条の規定に基づき、食品ロスの削減の推進の意義及び基本的

な方向、推進の内容、その他食品ロスの削減の推進に関する重要事項を定めた「食品ロス

の削減の推進に関する基本方針」（以下「基本方針」という。）が閣議決定された。その

内容として、都道府県は基本方針を踏まえて食品ロス削減推進計画を、市町村は基本方針

及び都道府県計画を踏まえて市町村食品ロス削減推進計画をそれぞれ定めるよう努めな

ければならないとされている。また、基本方針は事業者、消費者等の取り組みの指針とも

なっている。 

愛媛県では、「もったいない」の精神を活かした県民総参加による食品ロス削減運動を

積極的に展開するため、「第四次えひめ循環型社会推進計画」に、取り組むべき施策（重

点プログラム）のひとつとして「食品ロスの削減」を掲げ、平成 29 年度から本格的に施

策を実施している。また、令和元年度に策定した「第三次えひめ環境基本計画」において

も、未来を支える人づくり仕組みづくりの施策として「食品ロスの削減」を盛り込んでい

る。農林水産業についても、「えひめ農業振興基本方針 2016」において「食品ロスの削

減」を推進事項に掲げ、取り組みを進めている。このような状況を踏まえ、消費者、事業

者、関係団体及び行政等の多様な主体が連携し、オール愛媛による食品ロス削減の取り組

みを一層加速していくため、食品ロス削減推進法第 12 条第１項の規定に基づいて、令和

３年３月に「愛媛県食品ロス削減推進計画」が策定された。 

 

①課題 

国や愛媛県の取り組みを踏まえて、本町に適した食品ロスの削減を推進していく必要

がある。 

 

②対策 

本計画における住民・事業者・行政の取り組みとして、「愛媛県食品ロス削減推進計

画」に基づき、下記のとおり実践していくものとする。 

 

★住民の取り組み 

（知識の普及啓発等） 

●食品ロス等の削減をテーマにしたシンポジウムや小売店等と連携したイベント開催等に

より、暮らしの中で食品ロスを認識し、削減に向けた行動を考え、実践を促す機会とします。 

●事業所に対し、食品ロス削減に関する啓発資材を作成、配布し、職場での普及啓発に努め

ます。 

●「消費期限（食べても安全な期限）」と「賞味期限（おいしく食べられる期限）」の違い

について、消費者に対し重点的に啓発することで、食品ロス削減に資する期限表示の正しい
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理解を促進します。 

●食品関連事業者等の取り組みを紹介するとともに、健康づくりに資する食育推進を通じ

て、食べ物に対する感謝の気持ちを醸成します。 

●フードバンク活動の役割や必要性を周知し、フードバンク活動団体等への余剰食品の有効

活用を促します。 

●外食する機会が多い忘年会新年会シーズンに街頭啓発などを通じ、「3010運動」や「宴会

５箇条」（宴会をおいしく楽しむための①適量注文、②声掛け、③味わいタイム、④シェア

（分け合う）、⑤残さず食べきり）、食べ切りキャンペーンを推進します。 

●学校での教科や出前講座、給食指導等を通じた児童生徒や学生に対する食品ロス削減の意

識啓発や理解促進を図ります。 

（家庭での取り組み促進） 

●家庭の余剰食品等をリメイクして、有効活用する料理動画をＳＮＳやＨＰなどで、幅広く

周知します。 

●「食べ残し」、「過剰除去」、「直接廃棄」など家庭における主な食品ロス発生要因につ

いて啓発します。 

●季節商品の予約販売や時期など、季節ごとの消費の機会を捉えた情報発信等を促進しま

す。 

●食品小売店での買い物の際に、家庭で直ぐに使う食品は、陳列棚の手前にある期限切れ間

近の商品購入を促進することで、食品小売店における食品廃棄の削減につなげます。 

●住民に対し食品関連事業者が行う、商慣習見直し等を含めた食品ロス削減に資する取り組

みについて普及啓発を行い、理解を促進します。 

●食品ロス削減月間や食品ロス削減の日に、食品ロスの削減に対する住民の意識の醸成、社

会的な機運を高める取り組みを実施します。 

●地域等において食品ロスの削減を担う人材を育成するため、教材の開発提供等を推進しま

す。 

●家庭等で余っている食品を持ち寄り、子ども食堂や福祉施設等に提供するフードドライブ

を推進します。 

●住民から発生する余剰在庫や期限切れの食品の提供窓口の増加を図ります。 

★事業者の取り組み 

（食品製造業） 

●原材料の有効活用、賞味期限の延長、容量の適正化などの取り組みを推進するとともに、

余剰在庫の削減を図ります。 

（食品小売業） 

●値引き販売や見切り販売コーナー設置など販売期限が近い商品購入を消費者に呼び掛け

る取り組みを推進します。 

●食品小売店等における小分け少量パック販売の推進、売り切り値引きポイント付与制度を

推進します。 

（外食業） 

●飲食店等における小盛りサイズメニューの導入や食品ロス削減につながる取り組みを推

進します。 

●宴会等の最初の 30 分とお開き前の 10 分に食事を楽しむ「3010 運動」を実施し、来店者

への呼び掛けなどを通じた食べ残し削減に取り組みます。 

（その他） 

●食品関連事業者等から発生する未利用食品等を子ども食堂や福祉施設等に提供するフー

ドバンク活動に関する情報発信を図ります。 

●フードバンク活動の推進を図るため、フードバンク活動団体と食品関連事業者等との事業

連携を支援します。 

●地域内の未利用食品等を地域内で有効活用するため、食品小売店と子ども食堂や福祉施設

等が連携した地域循環型フードバンク活動を支援します。 

●食品関連事業者等は、賞味期限切れ前の災害備蓄食料をフードバンク活動団体に提供して

未利用食品等の有効活用を図ります。 

★行政の取り組み 
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●ごみカレンダー、ごみ分別アプリ、ごみ袋等を活用した地域住民に対する食品ロス削減に

関する普及啓発を図るとともに、地域住民等の取り組みを支援します。 

●住民、事業者、県及びフードバンク活動団体等と連携した食品ロス削減に幅広く取り組み

ます。 

●「おいしい食べきり推進店登録制度」の普及拡大に取り組みます。 

●主催するイベント等での食品ロスの削減を推進します。 

●消費者や事業者等に食品ロス削減に資する情報提供を図ります。 

●災害時用備蓄食料の有効活用に努めます。 

 

 

③実施スケジュール 

取り組みの実施スケジュールは、表 21に示すとおりとする。 

 

表 21 実施スケジュール 

 

重点施策 R５年度 R６年度 R７年度 R８年度 R９年度

実施
２．食品ロスの削減
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（３）住民及び事業者等との意見交換 

 

①課題 

ごみの減量や資源化における情報提供の充実、環境教育・学習の推進を図るため、住

民及び事業者等と意見交換の機会を設け、連携して取り組みを推進する必要がある。 

 

②対策 

ごみの収集体制や分別区分、ごみ減量の取り組みに関する問題などについて把握する

ため、住民及び事業者との意見交換の機会を年に１～２回程度設ける。また、それらの

意見を基に、本町が取り組む施策について見直しを行い、充実を図る。 

 

③実施スケジュール 

取り組みの実施スケジュールは、表 22に示すとおりとする。 

 

表 22 実施スケジュール 

 

 

 

  

重点施策 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度

開催・政策への反映３．住民及び事業者との意見交換

　会の開催
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（４）プラスチックごみ等の分別収集の検討 

 

①課題 

「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」が令和４年４月に施行され、

市区町村はその区域内におけるプラスチック使用製品廃棄物の分別収集及び分別収集

物の再商品化に必要な措置を講ずるよう努めなければならないとされている。また、次

期ごみ処理施設を整備する際に活用を見込む循環型社会形成推進交付金の交付要件に

プラスチックの資源回収を検討することが必須とされるなど、プラスチックごみの分別

収集が強く求められており、検討が必要である。 

 

②対策 

プラスチックごみの分別収集を実施するに当たっては、燃えるごみの組成割合が変化

し、生ごみの割合が増えることで燃焼効率の低下が想定されることから、併せて生ごみ

の資源化についても検討する。 

また、分別収集の方法については、住民との意見交換会やモデル事業を実施し、でき

るだけ住民が取り組みやすい方法を検討する。 

さらに回収後のプラスチックごみについて、現在の施設で選別・圧縮・梱包が可能か

を、モデル事業を通じて調査・検討する。 

 

 

③実施スケジュール 

取り組みの実施スケジュールは、表 23に示すとおりとする。 

 

表 2３ 実施スケジュール 

 

 

  

重点施策 R５年度 R６年度 R７年度 R８年度 R９年度

モデル事業の実施４．プラスチックごみ等の分別収

　集の検討

検討
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７．主要施策 

 

（１）ごみの排出抑制 

 

①基本方針 

ごみの排出抑制を効率的に行うためには、ごみになる前での取り組みが重要となるこ

とから、国が推進する３Ｒ「ごみの発生をもとから減らす（リデュース）、くり返し使

う（リユース）、資源として再び利用する（リサイクル）」に、「必要の無いものを断

る（リフューズ）、修理して長く使う（リペア）」を加えた「５つのＲ」を、住民・事

業者・行政の三者が連携し、それぞれの立場において取り組みを実施することで、町全

体のごみの排出抑制を推進する。 

 

②住民の役割 

ア．ごみの分別 

資源ごみ等の分別に協力する。 

イ．生ごみの減量 

食品の在庫管理や計画的な買い物を心がけるとともに、適量で残さず食べきる行動

を実践する。生ごみは、「内子町生ごみ処理容器設置費補助制度」を活用するなどし

て、発生の抑制に努める。 

ウ．過剰包装の自粛 

買い物の際はマイバッグを持参する。また、過剰包装はできるだけ断るようにし、

ごみの中でも大量に排出されている包装紙等の減量化を図る。 

エ．ごみ減量やリサイクルに関するイベントへの参加 

ごみの減量やリサイクルに関する各種イベントに積極的に参加する。 

オ．使い捨て商品の利用自粛や再生品の使用促進 

使い捨て商品をできるだけ買わないようにするとともに、再生品等の使用促進に努

める。 

カ．ライフスタイルの見直し 

これまでの大量消費・大量排出のライフスタイル（生活様式）を見直し、ごみの減

量やリサイクルを念頭においた「５つのＲ」を実践し、環境にやさしいライフスタイ

ルを心がける。 
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③事業者の役割 

ア．事業活動に伴うごみの排出抑制や資源化の促進 

事業活動に伴って発生するごみは、事務所内での排出抑制や資源化に努める。 

従業員に対して、ごみの排出抑制や資源化の意識啓発に努める。住民が取り組むマ

イバッグ持参や資源化の活動に積極的に協力していく。 

生ごみについては、食品リサイクル法に基づき、堆肥化などの排出抑制や資源化を

推進し、食品廃棄物の削減に努める。 

イ．簡易包装の促進 

過剰包装を行わず、簡易包装の促進に努める。また、簡易な包装方法等の工夫に努

める。 

ウ．リサイクルしやすい商品の開発や再生品の普及促進 

使い捨て容器の製造自粛や、環境にやさしい、リサイクルを考えた製品の開発等に

努める。 

修理などのサービス拡大を図るとともに、繰り返し使用できる製品や再生資源を

使用した製品の開発等に努める。 

また、事業所で使用する事務用品等について、再生品の使用を推進するとともに、

事業活動に使用するものについても、できるだけ再生品を使用するように努める。 

 

④行政の役割 

ア．環境マネジメントの実践 

事業活動によって生じる廃棄物や地球温暖化の問題など、政策のあらゆる分野にお

いて環境へ配慮した取り組みを行う自治体となるため、本町独自の環境マネジメント

システムを構築し、庁内事務活動における環境配慮（エコオフィスプラン）の実施や

地域全体の環境政策（内子町環境基本計画）の実施に取り組むとともに、住民、事業

者、パートナーシップ組織と連携して環境保全活動を推進する。 

イ．環境教育、啓発活動の充実 

住民や事業者に対し、ごみの排出抑制、分別方法や再資源化などについて、パンフ

レットや広報誌、分別アプリ等を通じて情報を発信し、意識啓発を図る。また、学校

や自治会等において、クリーンセンター等の処理施設の見学やごみ分別学習会を行う

など、様々な機会を捉え学習の機会を設ける。その他、あらゆる場面や機会を通して

「ごみゼロのまち」をつくるための有効な啓発活動を工夫していく。 

ウ．木質バイオマス燃料及びバイオ・ディーゼル燃料の利用促進 

化石燃料に代わる熱源として、町内の林地残材等を有効利用した木質ペレットボイ

ラーやストーブ等の普及を図るとともに、廃食油の回収を全町で進め、公共施設等で
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のバイオ・ディーゼル燃料（ＢＤＦ）の利用を促進し、温室効果ガスの排出削減を図

る。 

エ．えひめＡＩ-１及び竹堆肥の利用促進 

環境浄化微生物「えひめＡＩ-１」について、排水処理や生ごみの消臭などの場面で

の利用を積極的に推進し、河川の水質浄化を図る。また、えひめＡＩ-１を活用した竹

堆肥等の利用促進により、里山の保全や農業分野における環境負荷の低減に寄与する。 

オ．家庭からのごみの排出抑制のための支援 

生ごみ処理容器設置費補助制度を継続するとともに、対象処理器の見直しなどを行

い、生ごみの減量化及び堆肥化を推進する。 

また、一部地域で実施している生ごみ分別収集について、対象地域の拡大を検討す

る。 

カ．企業との連携 

スーパーマーケット等で実施されているペットボトル、食品トレイ及び牛乳パック

等の店頭回収や、簡易包装、量り売りなど、ごみ減量の取り組みについて、企業等と

連携し、取り組みを推進する。 

キ．事業所からのごみの排出抑制の啓発 

事業所に対して、ダンボールやシュレッダーなど古紙類の資源化や生ごみの堆肥化

などによる排出抑制について啓発を行う。 

ク．住民活動の支援 

町内で開催される各種イベントにおいて、リユース（再利用）食器の活用や割り箸

回収等の実施を促し、ごみの排出抑制や資源化に対する意識を高めていく。また、使

われなくなった子どもの衣類や遊具等をリユースするためのフリーマーケット等の

開催を支援するとともに、一過性に終わらない仕組みづくりを検討する。 

ケ．直接持ち込みごみの排出抑制や再利用の促進 

直接持ち込みごみのうち粗大ごみについては、まだ利用できる物もあることから、

リユースの仕組みづくりを検討する。 
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（２）ごみの適正処理 

 

Ｉ 収集・運搬計画  

 

①収集・運搬に関する基本方針 

収集・運搬は、住民から排出されるごみを集め、住民の生活環境に支障が生じないよ

うに、焼却処理施設、中間処理施設または最終処分場まで運搬することである。 

本町における収集・運搬は、原則として現状と同様の方法で、委託により行うものと

する。 

 

②収集区域 

収集区域は本町全域とする。 

 

③分別区分及び排出方法 

ごみの分別区分は、当面は現状どおりとし、重点課題（４）プラスチックごみ等の分

別収集の検討を踏まえ、将来的な区分の見直しを行う。また、収集方法はステーション

方式とし、あわせてごみ出しが困難な世帯への支援体制を構築する。 

ごみの排出方法は、住民がごみを分けやすく、また排出しやすくするためのみに定め

るものではなく、衛生的かつ迅速に収集・運搬し、安全かつ効率的に処理を行うために

も重要であることから、双方の側面から適宜見直しを行い、必要に応じて改善を図ると

ともに、排出方法の周知徹底を図る。 

 

④収集・運搬体制 

収集・運搬体制は現状どおりとし、今後とも最適な配車計画や業務管理のシステム化

を進めることにより、効率化を図る。また、収集・運搬車両の適切な整備管理と、収集

作業の安全確保及び事故防止を徹底する。 

ごみ出しが困難な世帯については、環境省の手引き等※に基づき、関係部局と連携し

てニーズ調査などを行い、支援を行う。 

※環境省の手引き等 

・高齢者のごみ出し支援制度導入の手引き 

  （環境省環境再生・資源循環局廃棄物適正処理推進課、令和 3年 3月） 

・高齢者ごみ出し支援事例集 

  （環境省環境再生・資源循環局廃棄物適正処理推進課、令和 3年 3月） 

・高齢者ごみ出し支援ガイドブック 

  （国立環境研究所資源循環・廃棄物研究センター、平成 29年 5月） 

・高齢者ごみ出し支援事例集 

  （国立環境研究所資源循環・廃棄物研究センター、平成 29年 8月） 
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⑤その他 

収集頻度については、当面は現状を維持していくものとするが、今後の排出状況等に

応じて適宜見直しを行う。 

処理手数料については、社会情勢や排出状況及び処理状況を踏まえ、適宜見直しを行

う。 
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Ⅱ 中間処理計画  

 

①中間処理に関する基本方針 

中間処理は、収集・運搬されたごみを減量化・資源化・安定化し、最終処分場の負荷

を軽減するために行う。ごみ処理の中で最も重要な過程である。 

本町における中間処理は、原則として現状の方法を継続していくものとする。 

 

②中間処理の方法 

燃えるごみはクリーンセンターにおいて焼却処理を行う。燃えないごみは不燃物処理

施設、資源ごみはリサイクルセンターにおいて破砕・選別などの処理を行い、資源化を

進める。 

 

③中間処理に係る施設 

中間処理に係る施設は、表 24に示すとおりとする。 

 

表 24 中間処理施設 

施設名称 区分 処理内容 

クリーンセンター 焼却処理 中間処理の過程において生じた可燃ご

みの焼却処理を行う。 

不燃物処理施設 中間処理 燃えないごみや粗大ごみについて、破

砕・選別などの処理を行う。 

リサイクルセンター 中間処理 資源ごみとして集められたびん、カン、

ペットボトル、白色トレイ、古紙、布類の

選別・圧縮などの処理を行う。 

 

 



55 

Ⅲ 最終処分計画  

 

①最終処分に関する基本方針 

本町のクリーンセンターで発生する焼却残渣、不燃物処理施設及びリサイクルセンタ

ーで発生する不燃物残渣は、原則として現状と同様の方法で、民間業者への委託により

埋立処分を行うものとする。 

 

②最終処分の方法 

最終処分場の残余容量には限りがあるが、本町又は本町を含めた広域において将来、

新たに最終処分場を整備することは、用地の確保や環境影響への懸念から非常に困難で

ある。最終処分については、今後も民間業者への委託により処分するとともに、最終処

分場の延命化を図るため、最終処分量の削減を進める。 
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８．その他の関連計画 

 

（１）施策推進のための体制づくり 

廃棄物処理法では、市町村における一般廃棄物の減量対策を実効あるものとするため、

廃棄物減量等推進審議会及び廃棄物減量等推進員の制度が設けられている。廃棄物減量等

推進員は、一般廃棄物の減量を進める上でリーダーとしての役割が求められている。 

本町においても、今後、様々な施策を推進していくため、これらの制度の活用について

検討し、体制づくりに取り組む。 

 

（２）不法投棄対策 

不法投棄は全国的な社会的問題であり、不法投棄場所のみならず、周辺の土壌や地下水

の汚染など、環境への影響が懸念される。 

本町では、不法投棄防止として防止看板を無償提供やパトロール等を行い、ごみを捨て

にくい環境をつくるとともに、広報や啓発資料の配布等を通じて、不法投棄の抑制を図っ

ている。また、不法投棄の発生が予測される場所や繰り返される場所については、監視カ

メラを設置するなど、対象者の特定に努めるとともに、警察や不法投棄防止対策推進協議

会等の関係機関と連携して指導を強化し、生活環境の保全及び公衆衛生の向上に取り組む。 

 

（３）災害時の廃棄物の処理 

災害時に多量に発生する廃棄物は、各地に散在し、早急な撤去が求められることから、

あらかじめ処理体制を構築しておく必要がある。 

本町では、愛媛県及び内子町の地域防災計画に準じて災害時に発生する廃棄物の広域的

な処理体制を確保するため、「愛媛県災害廃棄物処理計画」に基づき、「内子町災害廃棄

物処理計画」を策定している。 

必要に応じて計画の見直しを行うとともに、平時から地域及び関係機関と連携を図り、

南予ブロックにおける連携体制を構築していく。 

 

（４）在宅医療廃棄物の処理 

在宅医療廃棄物の中には、医師等の訪問を伴わず患者自らが行う医療処置により感染性

物質が付着した注射針などが含まれる可能性がある。過去には、ごみ収集の際に使用済み

の注射針が収集者に刺さる事故が発生しており、在宅医療廃棄物による事故を防ぐために

も、適切な処理を行う必要がある。 

したがって本町においては、原則として在宅医療廃棄物の収集・運搬及び処理は行わな

いこととし、医療機関・販売業者等の専門機関による処理を求める。



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 第３部 生活排水処理基本計画  
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１．水環境の概況 

 

（１）水域の概況 

本町の水域は、図 24 に示すとおりである。本町は一級河川肱川の流域である。肱川の

支流は非常に多く、水量は豊富である。 

 

 

 

 

 

 

注）上記の「○」は、表 25 に示す水質調査地点を示している。 

図 24 本町の河川状況 

 

肱川水域　立川橋

肱川水域　小田川

肱川水域　坊屋敷橋
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（２）水環境の状況 

愛媛県では、肱川などの主要河川について水質検査を実施している。本町管内における

河川水質の検査結果は、表 25に示すとおりである。 

肱川の河川水質は、有機物汚濁の指標であるＢＯＤ（生物化学的酸素要求量）において

は環境基準を下回っている。その他の項目については、大腸菌群数を除き環境基準値を下

回っている。 

 

 

表 25 肱川水系の水質【本町管内のみ】 

項目 
pH DO 

(mg/L) 

BOD 

(mg/L) 

SS 

(mg/L) 

大腸菌群数 

(MPN/100mL) 

環境基準 

類型指定 

坊屋敷橋 7.5～7.9 9.5 1 以下 1 以下 7,000 A 

小田川 7.6～8.5 10.6 1 以下 1 以下 20,000 A 

立川橋 7.6～8.7 10.7 1 以下 1 以下 12,000 A 

資料：公共用水域及び地下水の水質測定結果（愛媛県） 

 

【生活環境の保全に関する環境基準値［河川］】 

環境類型 
pH DO 

(mg/L) 

BOD 

(mg/L) 

SS 

(mg/L) 

大腸菌群数 

(MPN/100mL) 

AA 6.5～8.5 7.5 以上 1 以下 25 以下 50 以下 

A 6.5～8.5 7.5 以上 2 以下 25 以下 1,000 以下 
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２．生活排水処理の状況 

 

（１）生活排水処理の体系 

本町のし尿及び生活雑排水（以下「生活排水」という。）処理・処分の体系は、図 25及

び表 26に示すとおりである。 

本町で発生する生活排水のうち、し尿は、公共下水道、合併処理浄化槽、単独処理浄化

槽及び汲み取り式便槽で処理されているが、生活雑排水の一部は、未処理のまま河川等の

公共用水域に放流されている。 

また、合併処理浄化槽・単独処理浄化槽から発生する浄化槽汚泥及び汲み取りし尿につ

いては、大洲・喜多事務衛生組合が管理運営するし尿処理施設清流園（以下「清流園」と

いう）に搬入し、処理している。 

 

 

図 25 本町の生活排水処理・処分体系（令和 4 年度現在） 

 

表 26 汚水処理施設の対象となる生活排水及び処理主体 

汚水処理施設 
対象となる生活排水の処理 

処理主体 
し尿 生活雑排水 浄化槽汚泥 

公共下水道 ○ ○  本町 

合併処理浄化槽 ○ ○  個人等 

単独処理浄化槽 ○   個人等 

し尿処理施設 ○  ○ 大洲・喜多衛生事務組合 
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（２）汚水処理施設整備事業の現状 

 

①下水道整備事業 

本町の公共下水道事業は、内子地区の中心市街地で行っている。 

公共下水道の終末処理場である内子町浄化センターの概要は、表 27 に示すとおりで

ある。 

 

 

表 27 終末処理場の概要 

項   目 概        要 

施 設 名 内子町浄化センター 

所 在 地 内子町知清 100 番地 

供 用 開 始 平成 11 年 3 月 

排 除 方 式 分流式 

処 理 方 式 オキシデーションディッチ法 

放 流 先 普通河川（小田川） 

 

 

②合併処理浄化槽整備事業 

本町では、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、個人で設置した合

併浄化槽の設置費用の一部を補助する浄化槽設置整備事業を行っている。ただし、公共

下水道処理区域に設置する合併処理浄化槽は対象外としている。 
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（３）生活排水処理の状況 

 

①生活排水処理人口の推移 

本町における生活排水処理人口の推移は、表 28及び図 26に示すとおりである。 

汚水衛生処理人口は人口減少に伴い減少傾向だが、汚水衛生処理率は増加している。 

 

 

表 28 生活排水処理形態別人口の内訳

 
※ 汚水衛生処理率＝汚水衛生処理人口÷行政区域内人口 

 

 

図 26 生活排水処理形態別人口の推移 

（単位：人）

項目 年度 H29 H30 R1 R2 R3

１．行政区域内人口 16,791 16,548 16,234 15,970 15,621

２．計画処理区域内人口 16,791 16,548 16,234 15,970 15,621

1)汚水衛生処理人口 10,558 10,362 10,222 10,256 10,192

(1)下水道人口 4,327 4,344 4,350 4,289 4,312

(2)合併処理浄化槽人口 6,231 6,018 5,872 5,967 5,880

2)雑排水未処理人口 6,108 6,078 5,929 5,638 5,357

(1)単独処理浄化槽人口 1,687 1,865 1,837 1,786 1,785

(2)し尿処理人口（汲み取り式便槽） 4,421 4,213 4,092 3,852 3,572

3)自家処理人口 125 108 83 76 72

３．計画処理区域外人口 0 0 0 0 0

４．汚水衛生処理率 62.9% 62.6% 63.0% 64.2% 65.2%
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②し尿及び浄化槽汚泥の排出量の推移 

本町におけるし尿及び浄化槽汚泥の排出量の推移は、表 29及び図 27に示すとおりで

ある。 

し尿の排出量の推移は増減があるものの、概ね減少傾向である。浄化槽汚泥の排出量

の推移は増減があるものの、概ね増加傾向である。 

 

 

表 29 し尿及び浄化槽汚泥の排出量の内訳 

 

 

 

 

図 27 し尿及び浄化槽汚泥の排出量の推移 

 

 （単位：kL/年）

項目 年度 H29 H30 R1 R2 R3

し尿 1,968 1,599 1,881 1,762 1,665

浄化槽汚泥※ 2,533 2,386 2,516 2,606 2,820

4,501 3,985 4,397 4,368 4,485

※合併処理浄化槽と単独処理浄化槽の合計
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③し尿及び浄化槽汚泥の排出原単位の推移 

本町におけるし尿及び浄化槽汚泥の排出原単位の推移は、表 30及び図 28に示すとお

りである。 

し尿及び浄化槽汚泥の排出量原単位は増減があるものの、概ね増加傾向である。 

 

 

表 30 し尿及び浄化槽汚泥の排出原単位の内訳 

 

 

 

図 28 し尿及び浄化槽汚泥の排出原単位 

 

 

（単位：L/人・日）

項目 年度 H29 H30 R1 R2 R3

し尿 1.22 1.04 1.26 1.25 1.28

浄化槽汚泥※ 0.88 0.83 0.89 0.92 1.01

※合併処理浄化槽と単独処理浄化槽の合計
注：R1年度はうるう年であるため、366日で除した。
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④し尿及び浄化槽汚泥の収集・運搬状況 

本町で排出されるし尿及び浄化槽汚泥は、大洲・喜多衛生事務組合の許可業者が収集・

運搬を行っている。 

 

 

⑤し尿及び浄化槽汚泥の中間処理状況 

本町で収集されたし尿及び浄化槽汚泥は、清流園に搬入し、処理を行っている。 

施設の概要は、表 31に示すとおりである。 

 

 

表 31 処理施設の概要 

項  目 施設概要 

施 設 名 清流園 

運営主体 大洲・喜多衛生事務組合 

供用開始 平成 12 年 

処理能力 100kl/日 

処理方式 標準脱窒素処理 
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３．生活排水処理に関する課題 

本町における生活排水処理に関する課題事項は、以下のように整理した。 

これまで実施してきた公共下水道及び合併処理浄化槽設置整備事業（補助対象事業）等

により、公共用水域の水質は改善傾向にあるが、依然として一般家庭から排出される生活

雑排水の一部は、未処理のまま放流されている。公共用水域の水質をさらに改善するには、

下水道への接続率の向上と合併処理浄化槽の普及促進等を図る必要がある。 

 

（１）生活排水処理施設の整備 

本町は、公共下水道及び合併処理浄化槽の設置補助により、生活排水処理施設の整備を

推進してきたが、河川等の水質汚濁の原因となるし尿以外の生活雑排水については、令和

３年度実績で行政区域内人口の約 35％にあたる約 5,400 人が、未処理のままで放流して

いるのが現状である。 

また、本町の令和３年度末の汚水衛生処理率（65.2％）は、愛媛県平均（81.1％：令和

２年度末）及び全国平均（92.1％：令和２年度末)を下回っている。 

よって、河川等の水質汚濁を防止し、快適な生活環境を形成するためにも、公共下水道

区域以外の地区の生活排水処理の方策としては、合併処理浄化槽等による個別処理を更に

推進していく必要がある。 

 

（２）公共下水道整備事業の推進 

本町の公共下水道は、内子地区の中心市街地にあり、肱川流域の自然環境を守るととも

に、地域住民の生活環境の向上を目的とし整備している。 

令和３年度末の下水道の水洗化率（公共下水道処理区域内における下水道接続人口の割

合）は約 88％程度である。 

今後は、公共下水道処理区域内の未接続世帯について、接続率を向上させるように啓発

を進め、速やかに下水道に接続するよう指導していく必要がある。 
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（３）浄化槽設置整備事業の推進 

合併処理浄化槽の設置については、新設、又は汲み取り式便槽及び単独処理浄化槽から

の転換などに対し補助金を交付しているものの、個人負担が大きく、近年減少傾向にある

が、さらなる汚水衛生処理率の向上のため、公共下水道処理区域外にあっては合併処理浄

化槽の推進を図る。 

 

（４）浄化槽の適正な維持管理の啓発 

浄化槽は、町内を流れる河川の水質浄化を進めるため、住民や事業者が定期的な清掃や

保守点検を行い、浄化能力の低下を招かないよう管理していくことが重要である。 

そのため、浄化槽は、浄化槽法第７条と第 11 条に基づく処理水質の検査のほか、年に

１回の清掃及び定期的な保守点検が義務付けられており、浄化槽の浄化能力の確保を図る

ためには、浄化槽設置者へ適正な維持管理の周知徹底と啓発が必要である。 

 

（５）収集・運搬 

し尿及び浄化槽汚泥の収集量は、近年減少傾向にあり、人口減少や下水道などへの接続

に伴いさらに減少する傾向となることが想定される。そのため、収集量に応じた収集体制

を維持していく必要がある。 
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１．基本方針 

 

（１）生活排水処理に係る方針、目標 

本町は、周囲を山に囲まれた中、肱川流域に市街地が形成されている。 

水は自然を構成する重要な要素の一つであるとともに、快適な環境を創出し、人々の心

に潤いと安らぎを与えてくれるものである。このような快適な水環境の保全に向けて、生

活排水を適正に処理することは重要な課題である。 

このようなことから、住民に対し、生活排水処理の必要性等について啓発を行うととも

に、水質の改善を図ることにより水環境を保全していくことを目標とする。 

 

 

（２）生活排水処理の必要性 

国における最近の水質汚濁状況は、水質汚濁防止法の施行により、工場、事業所の排水

規制措置が功を奏し改善されてきてはいるが、環境基準を達成していない項目も残ってい

る。 

特に、湖沼、内湾、内海等の閉鎖性水域や都市内の中小河川では、環境基準の達成率が

低く、農村地域では生活雑排水による農業用水路等の水質汚濁が問題となっている。 

こうした汚濁状況の背景としては、生活排水処理の中で大きな負荷量を占める生活雑排

水が未処理のまま放流されていることが大きな要因と考えられる。 

このような状況から、身近な生活環境や公共用水域の水質保全を図る上で、生活排水処

理の必要性がますます高くなっている。 
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（３）基本方針 

本町では、公共下水道及び合併処理浄化槽の各生活排水処理施設の整備手法の特徴や地

域特性に応じて、生活排水処理施設の整備に努めてきた結果、令和３年度末で汚水衛生処

理率は 65.2％となっている。 

しかしながら、単独処理浄化槽や汲み取り式便槽を利用し、生活雑排水を未処理のまま

放流している人口は約 5,400人（人口比約 35％）と依然として高い割合である。 

このため、今後も引き続き生活排水処理の推進のために、地域の特性に応じて公共下水

道への接続及び合併処理浄化槽の整備に努めるとともに、住民や事業者の生活排水処理に

対する関心を高め、水環境保全の重要性についてより一層啓発していく必要がある。 

以上のことから、本町の生活排水処理において、生活排水を適正処理し、環境への負荷

低減を図るための基本方針を以下のとおりとし、住民の理解を得ながら、経済的・効率的

な生活排水対策を推進していくものとする。 

 

 

 

 

 基本方針１：公共下水道への接続率の向上 

 基本方針２：合併処理浄化槽の普及 

 基本方針３：住民に向けた生活排水処理の必要性の啓発 
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①公共下水道への接続率の向上 

公共下水道処理区域内での未水洗化世帯については、公共下水道への早期接続をする

ように啓発・指導を行うものとする。 

 

②合併処理浄化槽の普及 

公共下水道処理区域外の地域においては、合併処理浄化槽の設置、又は汲み取り式便

槽及び単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換について設置費用の一部を補助す

る浄化槽設置整備事業を継続して行い、令和５年度から令和９年度にかけ、毎年 50 基

程度の合併処理浄化槽の設置を目指すものとする。 

また、合併処理浄化槽の普及の推進とともに、住民や事業者に対して浄化槽の定期的

な清掃や保守点検による適正管理を呼びかけていくものとする。 

 

③住民に向けた生活排水処理の必要性の啓発 

台所等における汚濁負荷削減等について啓発するとともに、生活排水処理対策が果た

す役割や効果、生活排水の安定した適正処理の必要性について、分かりやすく住民に伝

え、住民一人ひとりが水環境保全に向けた取り組みに参加できる環境を整備していくも

のとする。 

 

 

２．生活排水処理形態別人口及びし尿・浄化槽汚泥量の予測 

 

生活排水処理人口及びし尿・浄化槽汚泥の将来推計は、図 29に示す手順で行った。 

生活排水処理人口は、公共下水道人口及び合併処理浄化槽人口を将来推計し予測値とし

た。 

一方、単独処理浄化槽人口，し尿処理人口（汲み取り式便槽）及び自家処理人口の将来推

計は、生活排水処理施設の整備により受動的に減少されることが考えられる。したがって、

各人口の合計は行政区域内人口と生活排水処理人口の差を求め、これを令和３年度の単独

処理浄化槽人口，し尿処理人口（汲み取り式便槽）及び自家処理人口の割合で按分してそれ

ぞれの予測値とした。 

し尿・浄化槽汚泥量は、一人一日当たりの平均排出量（単位：L/人・日）を将来推計し、

さらに対象処理人口の将来推計結果を乗じてし尿・浄化槽汚泥量の予測値とした。 
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図 29 生活排水処理人口及びし尿・浄化槽汚泥量の将来推計方法 

 

行政区域内人口の推計〔Ａ〕(人) 「第２部　ごみ処理基本計画」による

公共下水道人口の推計〔Ｂ〕(人)

Ｆ×Ｇ×365日×10-3

合併処理浄化槽人口の推計〔Ｃ〕(人) 汚水処理施設整備調書より試算

単独処理浄化槽人口の推計〔Ｄ〕(人) 算出による

自家処理人口の推計〔Ｅ〕(人) 算出による

計画収集人口の推計〔Ｆ〕(人) 算出による

過去の実績に基づく
トレンド法

し尿の一人一日当たりの
排出量の推計〔Ｇ〕(L/人・日)

過去の実績に基づく
トレンド法

各浄化槽汚泥の一人一日当たりの
排出量の推計〔Ｉ〕(L/人・日)

し尿排出量の推計〔Ｈ〕(kL/年)

（Ｃ＋Ｄ）×Ｉ×365日×10-3浄化槽汚泥排出量の推計〔Ｊ〕(kL/年)

浄化槽汚泥排出量の推計〔Ｋ〕(kL/年)

汚水処理施設整備調書より試算

各浄化槽汚泥量の合計



 71 

３．計画の目標 

 

（１）目標の設定 

本町における生活排水対策の現状を考慮しつつ、国や県の達成目標を踏まえ、生活排水

対策における取り組みを強化し水質浄化に寄与することが重要である。 

本計画に基づき住民・事業者・行政がそれぞれの役割を果たすことにより、次に示す数

値目標の達成を目指すものとする。 

ここで、生活排水の適正処理の進捗率を表す指標として、一般的に用いられている「汚

水衛生処理率」で、計画目標年次である令和９年度の目標値を設定する。その目標値は、

図 30のとおりである。 

 

 

 

達成目標値【汚水衛生処理率】令和 3 年度：65.2％ 

計画目標年次：令和９年度 

⇒ 72.0％（令和 3 年度比：6.8 ポイント増） 

図 30 本計画の目標 
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実績

年度 R3 R6 R9

１．行政区域内人口 [人] 15,621 15,018 14,415

２．計画処理区域内人口 [人] 15,621 15,018 14,415

1)汚水衛生処理人口 [人] 10,192 10,459 10,725

(1)公共下水道人口 [人] 4,312 4,384 4,455

(2)合併処理浄化槽人口 [人] 5,880 6,075 6,270

2)雑排水未処理人口 [人] 5,357 4,498 3,641

(1)単独処理浄化槽人口 [人] 1,785 1,499 1,213

(2)し尿処理人口（汲み取り式便槽）[人] 3,572 2,999 2,428

3)自家処理人口 [人] 72 61 49

３．計画処理区域外人口 [人] 0 0 0

汚水衛生処理率 [％] 65.2% 69.6% 74.4%

し 年間排出量  [kL/年度] 1,665 1,402 1,135

一日排出量    [kL/日] 4.56 3.84 3.11

尿 原単位 [L/人・日] 1.28 1.28 1.28

浄　 年間排出量  [kL/年度] 2,820 2,902 2,924

化汚 一日排出量    [kL/日] 7.73 7.95 8.01

槽泥 原単位 [L/人・日] 1.01 1.05 1.07

合 年間排出量  [kL/年度] 4,485 4,304 4,059

一日排出量    [kL/日] 12.29 11.79 11.12

計 原単位 [L/人・日] 1.09 1.12 1.12

割  合 し尿 37.1% 32.6% 28.0%

(一日量) 浄化槽汚泥 62.9% 67.4% 72.0%

処
理
量

生
活
排

水
処
理
形
態

別
人
口

推計

項目

（２）生活排水処理形態別人口及びし尿・浄化槽汚泥量の見込み 

生活排水処理形態別人口及びし尿・浄化槽汚泥量の見込みは、表 32 に示すとおりであ

る。また、生活排水処理形態別人口の見込みは図 31、し尿・浄化槽汚泥量の見込みは図 32

に示すとおりである。 

生活排水処理形態別の将来人口は、公共下水道人口及び合併処理浄化槽人口が増加する

以外、その他の処理人口は減少する見込みである。 

し尿・浄化槽汚泥の将来見込みの合計は、令和９年度において年間 4,059kL程度まで減

少する見込みである。 

 

表 32 生活排水処理形態別人口及びし尿・浄化槽汚泥量の見込み 
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図 31 生活排水処理形態別人口の将来推計 

 

 

 

 

 

 

図 32 し尿・浄化槽汚泥量の将来推計 
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４．生活排水の処理計画 

 

本計画の生活排水処理に関する基本方針に基づき、公共下水道の整備を推進するととも

に未接続世帯の接続、または合併処理浄化槽の設置を促進することで、本町全域における水

洗化を進め、生活雑排水の未処理放流をなくしていくものとする。 

 

５．し尿及び浄化槽汚泥の処理計画 

 

（１）排出抑制計画 

 

①排出抑制・資源化に関する目標 

排出抑制については、下水道への接続及び合併処理浄化槽の整備に伴い生活雑排水も

処理対象となることから、異物の混入防止等による設備の適正管理を進めることとする。 

 

②排出抑制の方法 

排出抑制の方法については、生活排水に対する発生源対策を考慮するものとし、公共

用水域の水質保全に対して、啓発活動を行う。 

啓発活動については、広報や自治会等を通じて台所や洗濯対策など、家庭でできる対

策について周知を図っていくものとする。 

 

（２）収集・運搬計画 

 

①収集・運搬に関する目標 

し尿及び浄化槽汚泥の収集・運搬体制は、今後も効率的な収集・運搬に努める。 

 

②収集・運搬の範囲 

収集・運搬の範囲は、現行どおり本町全域とする。 

 

③収集・運搬の方法 

し尿及び浄化槽汚泥の収集・運搬は、許可業者がし尿処理施設に搬入する。 
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④収集・運搬の計画 

し尿及び浄化槽汚泥の収集・運搬は、当面、現状の体制を維持していくものとするが、

下水道への接続により年々減少することが見込まれるため、安定的な収集・運搬を実施

する必要がある。そのため、し尿の処理に支障がきたさないよう、許可業者に要請して

いくものとする。 

 

（３）中間処理計画 

 

①中間処理計画に関する目標 

中間処理は、今後も継続して大洲・喜多衛生事務組合の清流園において処理を行って

いくものとする。 

 

 

６．その他の計画 

 

（１）住民・事業者に対する啓発活動 

住民に対しては、公共水域の汚濁防止等の観点から生活雑排水対策や浄化槽管理の重要

性について周知を図っていく必要がある。 

そのため、台所での対応など家庭でできる生活排水対策について広報・啓発活動を行っ

ていく必要がある。 

浄化槽については、合併処理浄化槽への切り替えや新規設置の普及促進に努め、それと

同時に保守点検、清掃、定期検査等の適切な実施を呼びかけていくものとする。 

 

（２）地域に関する諸計画との関係 

愛媛県の下水道計画や本町の総合計画などを踏まえた上で、し尿及び浄化槽汚泥等の適

正処理のための方策を講じていくものとする。 

また、地域の開発計画等の策定に当たっては、合併処理浄化槽の設置や生活排水の適正

処理のための方策を講じていくものとする。 

 

 


